
 

尼崎税務署から確定申告のお知らせ 
 

 

 

◆ 確定申告 

   令和７年分の所得税、贈与税の申告・納付期限は３月 16 日（月）、消費税は３月 31 日（火）です。

確定申告書等の提出は、是非 e-Taxをご利用ください。 

 

 ◆ 確定申告書の作成方法 

スマートフォンやパソコンから国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用いただ

くと、画面の案内に沿って金額などを入力するだけで自動計算で申告書が作成できます。 

所得税や消費税の申告書、青色申告決算書や収支内訳書に加えて、贈与税の申告書も作成できます

ので是非ご利用ください。 

同コーナーは、スマートフォンやパソコンから「作成コーナー」で検索するか、下記のコードをスマ

ートフォンのカメラから読み込んでご利用ください。 

 

 

 

 

 ◆ スマートフォンで申告する場合 

マイナンバーカード読取対応のスマートフォン、マイナポータルアプリ、マイナンバーカードとと

もに、マイナンバーカードの２種類のパスワード（数字４桁と英数字６～16文字）が必要です。 

※ マイナポータル連携を利用することで、ふるさと納税などの証明書等データを取得し、確定申告

書に自動入力・自動計算ができます。 

 

 

マイナポータル連携の詳細はこちら 

 

◆ 確定申告会場 

  尼崎リサーチ・インキュベーションセンター（道意町７丁目１－３）です。 

  開設期間は、２月 16日（月）から３月 16日（月）の９～17時です（相談の受付は 16時まで）。 

  来場者数によっては、16時より早めに受付を終了する場合があります。 

  会場への入場には、LINE公式アカウントから事前予約が可能です。なお、来場の際は、事前にマイ

ナポータルアプリをインストールした上で、スマートフォン、マイナンバーカードとともに、マイナン

バーカードの２種類のパスワードをご用意ください。 

  また、期間中は、尼崎税務署庁舎内での申告相談及び申告書作成を行っておりません。 

相続税の相談も受け付けておりませんのでご注意ください。 

上記（２月 16日（月）から３月 16日（月））以外の期間は、事前予約制にて申告相談を行っていま 

す。 

 

 

作成コーナー 

www.keisan.nta.go.jp 



◆ 申告書や申請書の郵送先 

   大阪国税局業務センター阪神分室 〒661-8522 若王寺３丁目 11番 46号 

 

◆ 納税には便利な振替納税をご利用ください 

振替納税は、金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされる便利・安心・確実な制度です。 

書面による申請のほかに、金融機関届出印の不要なオンライン申請も可能です。オンライン申請

の場合は、申告所得税・消費税のそれぞれについて申請が必要です。 

また、申告所得税のみ振替納税を利用されている方が、消費税の振替納税を利用する場合は、納

期限までに、新たに消費税の振替依頼書の提出が必要です。 

口座振替日 申告所得税及び復興特別所得税 ：令和８年４月 23日（木） 

         消費税及び地方消費税（個人事業者）：令和８年４月 30日（木） 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


